
 

 

第 24 号議案  大田区立学校設置条例の一部を改正する条例  

 

１  改正理由 

  大森第七中学校の移転のため条例を一部改正する。 

 

２ 改正内容（案） 

 新旧対照表のとおり 

 

３ 施行予定年月日 

  令和３年４月１日 

 

＜＜＜新旧対照表＞＞＞  

○大田区立学校設置条例  

 

新  旧  

大田区立学校設置条例  大田区立学校設置条例  

昭和 36年 12月５日  

条例第 17号  

昭和 36年 12月５日  

条例第 17号  

  

第１条から第３条まで（現行のとおり）  

 

第１条から第３条まで（略）  

別表  別表  

 小学校    小学校   

 名称  位置    名称  位置   

 大田区立大森第四

小学校  

   ～  

同  東蒲小学校  

 

 

（現行のとおり）  

  大田区立大森第四

小学校  

   ～  

同  東蒲小学校  

 

 

（略）  

 

 中学校    中学校   

 名称  位置    名称  位置   

 大田区立大森第一

中学校  

   ～  

同  田園調布中学

校  

 

 

（現行のとおり）  

  大田区立大森第一

中学校  

   ～  

同  田園調布中学

校  

 

 

（略）  

 

こども文教委員会 

令和３年２月 26 日・３月１日  

教育委員会事務局 資料１番 

所管 学務課 



新  旧  

 同  大森第七中学

校  

同  南久が原一丁

目３番１号  

  同  大森第七中学

校  

同  南久が原一丁

目４番３号  

 

 同  雪谷中学校  

   ～  

同  蒲田中学校  

 

（現行のとおり）  

  同  雪谷中学校  

   ～  

同  蒲田中学校  

 

（略）  

 

    

 特別支援学校    特別支援学校   

 名称  位置    名称  位置   

 大田区立館山さざ

なみ学校  

（現行のとおり）    大田区立館山さざ

なみ学校  

（略）   

 

付  則  

この条例は、令和３年４月１日から施行

する。  

 

 

 


